
国 県 起 債 そ の 他 一般財源

9,300

　[事業の目的]

　[事業の内容]

　[これまでの関連する取組み]

　[今後の取組み]

　地元の大学又は私立専修学校を卒業し、市内の企業等に就職し、市内に定住した者に対して奨励金を交
付することにより、市内への若者の定住化を促進し、地域の産業の活性化を図るとともに、地域教育の振興
に寄与することを目的とする。

　次に掲げる要件のいずれにも該当する者に対し、５万円の奨励金を交付する。

○鳥取環境大学、鳥取大学（医学部を含む。）又は私立専修学校（以下「地元大学等」という。）を卒業した
日の属する年度の翌年度において、住民基本台帳法の規定に基づき本市の住民票に記載されている者で
あること。
○地元大学等を卒業した日の属する年度の翌年度において、市内に本店又は支店を有する事業所（官公
署を除く。）に継続的な形態で雇用された者（ただし、雇用契約期間は１年以上とする。）若しくは市内にお
いて自営業に従事した者
○当該雇用、営業を引き続き６か月以上行っている者
○過去に奨励金の交付を受けていないこと。

○鳥取環境大学就職奨励金
　鳥取環境大学を卒業し、市内の企業等に就職した者等に対し、奨励金（125,000円）を交付するもの。（平
成20年度～平成24年度）
○専修学校就職奨励金
　市内の私立専修学校を卒業し、市内の企業等に就職した者に対し、奨励金（30,000円）を交付するもの。
（平成20年度～平成24年度）

　鳥取環境大学、鳥取大学及び市内私立専修学校学生等へのＰＲ
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9,300 平成27年度

平成26年度当初予算債務負担行為の概要
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鳥取市地元大学等卒業生就職奨励金 企画調整課


